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政

府

税

制

調

査

会

は

�

日

、

財

務

省

内

で

第

４

回

の

経

済

社

会

の

デ

ジ

タ

ル

化

へ

の

対

応

と

納

税

環

境

整

備

に

関

す

る

専

門

家

会

合

を

開

き

、

①

財

産

評

価

を

巡

る

諸

問

題

、

②

税

務

執

行

に

関

す

る

諸

課

題

、

③

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

と

記

帳

水

準

の

向

上

の

３

点

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

①

で

は

主

に

、

財

産

評

価

通

達

６

項

の

現

状

や

対

応

状

況

、

問

題

と

な

っ

た

事

例

な

ど

が

取

り

上

げ

ら

れ

た

。

主 な 記 事

調査のオンラインツール利用でＱＡ ２面

大胆な設備投資減税を検討 ２面

別訴訟を受けた更正の請求巡り判決 ３面

相互協議の事案発生が�％増 ４面

　

政

府

税

制

調

査

会

は

前

日

の

�

日

に

は

第

６

回

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

専

門

家

会

合

を

開

催

、

主

に

経

済

産

業

省

の

担

当

者

が

研

究

開

発

税

制

の

効

果

を

主

張

し

た

が

、

出

席

し

た

委

員

か

ら

は

、

効

果

検

証

を

求

め

る

声

が

多

数

挙

が

る

場

と

な

っ

た

。

　

経

産

省

は

研

究

開

発

税

制

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

効

果

に

つ

い

て

、

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

が

ど

の

研

究

開

発

か

ら

生

ま

れ

る

か

を

正

確

に

予

測

す

る

こ

と

は

困

難

で

あ

り

、

成

果

を

得

る

に

は

腰

を

据

え

た

取

組

み

が

必

要

で

あ

り

、

企

業

の

中

長

期

的

な

予

見

可

能

性

の

観

点

か

ら

も

、

研

究

開

発

税

制

は

効

果

を

発

揮

し

て

き

た

な

ど

と

主

張

。

令

和

８

年

度

税

制

改

正

で

も

同

省

は

、

新

類

型

で

あ

る

「

戦

略

技

術

領

域

型

」

（

仮

称

）

を

創

設

し

て

、

戦

略

技

術

領

域

に

対

す

る

研

究

開

発

投

資

を

拡

大

、

大

学

等

に

お

け

る

戦

略

研

究

拠

点

と

の

産

学

連

携

の

促

進

に

必

要

な

措

置

な

ど

を

要

望

し

て

い

る

。

　

こ

れ

ら

に

対

し

財

務

省

は

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

効

果

が

機

能

し

て

い

な

い

と

の

デ

ー

タ

を

示

し

た

ほ

か

、

委

員

か

ら

は

、

新

規

の

要

望

に

は

検

証

が

必

要

、

拡

充

の

要

望

だ

け

で

な

く

、

そ

の

効

果

を

検

証

す

る

仕

組

み

も

あ

ら

か

じ

め

示

す

べ

き

、

こ

れ

ま

で

効

果

検

証

し

て

こ

な

か

っ

た

こ

と

は

良

く

な

い

、

な

ど

の

意

見

が

出

て

い

た

。

　

①

で

は

相

続

税

に

お

い

て

は

、

節

税

と

称

し

て

不

動

産

業

者

や

金

融

機

関

な

ど

に

よ

り

相

続

税

対

策

が

喧

伝

さ

れ

て

お

り

、

不

動

産

や

株

式

な

ど

の

評

価

額

を

圧

縮

す

る

租

税

回

避

等

（

ス

キ

ー

ム

）

が

広

く

利

用

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

ス

キ

ー

ム

に

対

し

て

は

、

従

来

か

ら

、

評

価

通

達

６

項

（

こ

の

通

達

の

定

め

に

よ

り

難

い

場

合

の

評

価

）

に

基

づ

く

課

税

処

分

を

行

う

こ

と

な

ど

に

よ

り

個

別

に

対

応

し

て

い

る

が

、

最

近

で

は

６

項

に

よ

る

評

価

の

適

用

、

そ

こ

に

係

る

訴

訟

等

が

増

加

傾

向

に

あ

り

、

こ

う

し

た

個

別

の

対

応

に

つ

い

て

、

納

税

者

の

予

見

可

能

性

と

い

っ

た

観

点

か

ら

の

批

判

等

が

あ

り

、

評

価

方

法

の

明

確

化

等

が

要

請

さ

れ

て

い

る

情

勢

に

あ

る

。

　

会

合

で

紹

介

さ

れ

た

、

納

税

者

が

敗

訴

し

た

令

和

４

年

４

月

�

日

最

高

裁

判

決

で

は

、

高

額

マ

ン

シ

ョ

ン

の

取

得

価

額

と

通

達

評

価

額

と

に

、

�

億

円

を

超

え

る

乖

離

（

圧

縮

額

）

が

あ

っ

た

。

　

こ

れ

を

機

に

国

税

庁

は

、

い

わ

ゆ

る

マ

ン

シ

ョ

ン

通

達

を

発

出

し

、

分

譲

マ

ン

シ

ョ

ン

等

の

区

分

所

有

不

動

産

の

評

価

の

適

正

化

を

図

っ

た

も

の

の

、

依

然

と

し

て

同

通

達

が

適

用

さ

れ

な

い

一

棟

所

有

の

賃

貸

用

マ

ン

シ

ョ

ン

を

は

じ

め

と

す

る

貸

付

用

不

動

産

を

利

用

し

た

ス

キ

ー

ム

が

散

見

さ

れ

て

お

り

、

個

別

に

対

応

せ

ざ

る

を

得

な

い

状

況

に

あ

る

。

　

会

合

で

紹

介

さ

れ

た

事

例

に

は

、

不

動

産

小

口

化

商

品

（

信

託

受

益

権

）

を

贈

与

者

が

購

入

し

、

受

贈

者

に

贈

与

、

受

贈

者

が

後

に

売

却

し

て

相

続

税

対

策

を

図

っ

て

い

る

ケ

ー

ス

も

あ

っ

た

。

　

②

で

は

、

財

産

の

差

押

え

に

関

す

る

課

題

と

し

て

、

滞

納

者

が

自

己

管

理

す

る

暗

号

資

産

が

取

り

上

げ

ら

れ

た

。

例

え

ば

、

滞

納

者

が

暗

号

資

産

交

換

業

者

を

介

し

て

保

有

し

て

い

る

場

合

、

当

該

交

換

業

者

に

対

す

る

債

権

を

差

し

押

さ

え

る

こ

と

が

可

能

だ

が

、

滞

納

者

が

自

己

で

管

理

し

て

い

る

場

合

に

は

、

そ

の

よ

う

な

対

応

は

で

き

な

い

。

紹

介

さ

れ

た

事

例

で

は

、

滞

納

者

は

所

得

約

５

億

円

を

申

告

せ

ず

、

税

務

調

査

の

結

果

、

約

２

億

５

０

０

０

万

円

が

追

徴

課

税

（

加

算

税

を

含

む

）

さ

れ

て

い

た

。

　

③

で

は

、

規

模

が

小

さ

く

な

る

ほ

ど

、

経

理

業

務

の

ペ

ー

パ

ー

レ

ス

化

が

進

ん

で

い

な

い

な

ど

と

い

う

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

の

状

況

が

報

告

さ

れ

、

委

員

か

ら

は

、

会

計

ソ

フ

ト

の

導

入

を

普

及

す

る

た

め

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

を

求

め

る

声

な

ど

が

挙

が

っ

て

い

た

。

　

政

府

税

制

調

査

会

の

活

力

あ

る

長

寿

社

会

に

向

け

た

ラ

イ

フ

コ

ー

ス

に

中

立

な

税

制

に

関

す

る

専

門

家

会

合

は

�

日

、

第

３

回

会

合

を

開

催

し

、

物

価

上

昇

等

を

踏

ま

え

た

基

礎

控

除

等

の

額

の

適

時

の

引

上

げ

の

具

体

的

な

方

策

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

財

務

省

が

今

回

示

し

た

論

点

は

二

つ

。

①

物

価

調

整

の

頻

度

を

ど

の

よ

う

に

設

定

す

る

か

。

毎

年

、

定

期

的

（

例

え

ば

、

生

活

保

護

基

準

額

の

見

直

し

に

あ

わ

せ

て

）

、

参

照

指

標

の

変

化

が

一

定

程

度

累

積

し

た

際

（

例

え

ば

、

最

後

の

見

直

し

か

ら

の

物

価

上

昇

率

が

５

％

を

上

回

っ

た

際

）

を

提

示

し

た

。

②

物

価

調

整

の

際

に

参

照

す

る

指

標

に

つ

い

て

は

、

主

要

先

進

国

の

対

応

を

踏

ま

え

、

物

価

（

総

合

物

価

指

数

）

を

用

い

る

か

ど

う

か

。

委

員

か

ら

は

、

物

価

調

整

の

頻

度

に

つ

い

て

、

さ

ま

ざ

ま

な

意

見

が

あ

っ

た

。

一

方

で

、

物

価

調

整

の

際

に

参

照

す

る

指

標

に

つ

い

て

は

、

総

合

物

価

指

数

を

用

い

る

べ

き

と

す

る

意

見

が

出

た

。

　

こ

の

具

体

的

な

方

策

に

つ

い

て

は

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

法

の

附

則

に

検

討

す

る

こ

と

が

明

記

さ

れ

て

お

り

、

高

市

早

苗

首

相

は

、

制

度

設

計

に

つ

い

て

今

年

末

を

め

ど

に

取

り

ま

と

め

る

と

し

て

い

る

。

　

物

価

調

整

の

頻

度

に

つ

い

て

、

委

員

か

ら

の

主

な

意

見

を

紹

介

す

る

と

、

３

年

な

ど

の

定

期

的

な

調

整

の

方

が

シ

ス

テ

ム

改

修

時

期

の

予

見

可

能

性

が

あ

る

、

主

要

先

進

国

を

み

る

と

毎

年

調

整

し

て

い

る

国

が

多

い

、

物

価

上

昇

等

を

す

ぐ

に

反

映

で

き

る

毎

年

が

理

想

だ

が

シ

ス

テ

ム

ベ

ン

ダ

ー

の

負

担

が

大

き

い

、

シ

ス

テ

ム

改

修

は

３

年

ご

と

な

ど

よ

り

毎

年

の

方

が

実

施

し

や

す

い

の

で

は

な

い

か

、

年

末

調

整

で

は

な

く

確

定

申

告

で

対

応

す

る

形

式

は

ど

う

か

な

ど

。

　

ま

た

、

与

野

党

６

党

の

税

制

調

査

会

長

な

ど

に

よ

る

実

務

者

協

議

に

お

い

て

正

式

合

意

と

な

っ

た

ガ

ソ

リ

ン

の

暫

定

税

率

の

年

内

廃

止

に

お

い

て

、

財

源

の

確

保

策

と

し

て

挙

が

っ

て

い

る

極

め

て

所

得

の

高

い

層

へ

の

課

税

の

見

直

し

に

つ

い

て

も

議

論

が

行

わ

れ

た

。

　

委

員

か

ら

は

、

高

所

得

者

層

に

お

い

て

所

得

税

の

負

担

率

が

低

下

す

る

こ

と

に

つ

い

て

、

税

負

担

の

公

平

性

を

担

保

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

、

同

制

度

に

お

い

て

、

課

税

す

る

対

象

範

囲

を

拡

大

す

る

と

い

っ

た

方

向

性

に

す

べ

き

な

ど

の

意

見

が

複

数

あ

っ

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ � �

第３６７５号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

「

飲

食

料

品

に

つ

い

て

は

、

２

年

間

に

限

り

消

費

税

の

対

象

と

し

な

い

こ

と

も

視

野

に

、

法

制

化

に

つ

き

検

討

を

行

う

」

。

こ

れ

は

、

自

民

党

と

日

本

維

新

の

会

が

、

連

立

政

権

合

意

書

の

中

に

盛

り

込

ん

だ

一

文

で

あ

る

★

こ

れ

を

実

現

し

よ

う

と

し

た

場

合

、

レ

ジ

を

改

修

す

る

必

要

が

生

じ

て

事

業

者

に

困

難

を

強

い

る

、

対

応

に

時

間

が

か

か

る

、

効

果

が

あ

る

の

か

、

な

ど

と

い

う

こ

と

が

よ

く

言

わ

れ

る

。

過

去

の

経

緯

を

み

る

と

、

確

か

に

そ

う

な

の

か

も

し

れ

な

い

★

物

価

高

対

策

と

し

て

、

飲

食

料

品

を

２

年

間

、

消

費

税

の

対

象

と

し

な

い

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

大

き

な

政

治

決

断

に

な

る

。

し

か

し

、

社

会

保

障

財

源

は

ど

う

す

る

の

か

な

ど

、

解

決

す

べ

き

課

題

は

い

く

つ

も

残

さ

れ

る

。

そ

し

て

、

レ

ジ

の

改

修

な

ど

、

困

難

を

強

い

ら

れ

た

事

業

者

に

は

、

売

上

増

な

ど

の

恩

恵

が

期

待

で

き

る

の

だ

ろ

う

か

、

な

ど

と

も

考

え

て

し

ま

う

。

（

Ｙ

）

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

７

年

�

月

か

ら

金

沢

国

税

局

と

福

岡

国

税

局

に

お

い

て

開

始

し

た

税

務

調

査

等

に

お

け

る

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

を

公

表

し

た

。

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

や

各

ツ

ー

ル

に

関

す

る

事

項

な

ど

全

�

問

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

問

�

で

は

、

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

で

利

用

す

る

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

の

機

能

と

な

る

録

音

・

録

画

等

の

利

用

に

つ

い

て

、

税

務

調

査

等

に

お

い

て

、

録

音

・

録

画

、

チ

ャ

ッ

ト

、

文

字

起

こ

し

（

ト

ラ

ン

ス

ク

リ

プ

シ

ョ

ン

）

及

び

ホ

ワ

イ

ト

ボ

ー

ド

機

能

の

利

用

は

禁

止

し

て

い

る

と

回

答

。

画

面

共

有

機

能

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

等

に

お

い

て

使

用

す

る

こ

と

を

禁

止

し

て

お

ら

ず

、

当

該

機

能

に

よ

り

資

料

の

提

示

を

お

願

い

す

る

場

合

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

税

務

署

の

税

務

調

査

に

お

い

て

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

利

用

し

た

こ

と

が

あ

り

、

同

じ

税

務

署

に

お

い

て

別

の

税

務

調

査

が

行

わ

れ

る

場

合

、

税

理

士

は

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

継

続

し

て

利

用

で

き

る

か

と

い

う

問

答

で

は

、

改

め

て

、

納

税

地

を

所

轄

す

る

税

務

署

に

対

し

て

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

に

関

す

る

同

意

事

項

の

内

容

に

同

意

す

る

と

と

も

に

、

メ

ー

ル

ア

ド

レ

ス

等

を

登

録

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

（

問

５

）

。

　

申

告

書

や

各

種

届

出

書

等

を

メ

ー

ル

等

に

よ

り

提

出

で

き

る

か

と

い

う

問

答

で

は

、

申

告

書

や

届

出

書

・

申

請

書

な

ど

の

各

種

届

出

書

等

は

、

書

面

ま

た

は

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

メ

ー

ル

等

に

よ

り

提

出

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

い

る

（

問

�

）

。

　

税

務

調

査

等

に

お

い

て

、

税

務

署

等

か

ら

、

メ

ー

ル

等

に

よ

り

資

料

の

提

供

を

受

け

る

こ

と

は

可

能

か

と

い

う

問

答

で

は

、

税

務

調

査

等

に

お

い

て

、

税

務

署

等

が

納

税

者

等

に

対

し

て

資

料

を

提

供

す

る

場

合

、

原

則

と

し

て

、

メ

ー

ル

等

を

利

用

す

る

こ

と

は

な

い

と

回

答

。

税

務

署

等

か

ら

納

税

者

等

に

資

料

の

提

供

を

行

う

場

合

は

、

直

接

交

付

や

郵

送

な

ど

の

手

段

に

よ

り

行

う

と

し

て

い

る

（

問

�

）

。

　

税

務

調

査

等

に

お

い

て

、

メ

ー

ル

で

連

絡

す

る

内

容

に

つ

い

て

は

、

以

下

の

事

項

が

示

さ

れ

て

い

る

。

①

日

程

調

整

、

②

利

用

者

が

準

備

す

る

資

料

の

連

絡

や

資

料

の

提

出

依

頼

、

③

税

務

署

等

の

担

当

者

へ

の

連

絡

依

頼

、

④

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

や

Ｐ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

Ｄ

ｒ

ｉ

ｖ

ｅ

の

Ｕ

Ｒ

Ｌ

の

連

絡

、

⑤

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

勧

奨

。

税

務

調

査

に

お

け

る

事

前

通

知

は

、

現

状

の

と

お

り

原

則

口

頭

に

よ

り

行

う

と

し

て

い

る

（

問

�

）

。

　

な

お

、

金

沢

局

と

福

岡

局

の

他

の

国

税

局

等

で

の

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

に

つ

い

て

は

、

８

年

３

月

以

降

、

順

次

利

用

を

開

始

す

る

と

し

て

い

る

。

　

仙

台

国

税

局

は

７

日

、

「

給

与

支

払

報

告

書

の

作

成

誤

り

の

可

能

性

に

つ

い

て

」

を

公

表

し

た

。

　

同

局

は

�

月

�

日

か

ら

順

次

、

令

和

７

年

分

の

年

末

調

整

等

に

関

す

る

書

類

に

つ

い

て

、

源

泉

徴

収

義

務

者

に

対

し

発

送

し

て

い

る

が

、

こ

の

う

ち

、

給

与

支

払

報

告

書

（

３

枚

複

写

）

の

２

枚

目

（

税

務

署

提

出

用

）

と

３

枚

目

（

受

給

者

交

付

用

）

を

入

れ

違

い

に

し

て

丁

合

・

接

着

し

た

可

能

性

が

あ

る

こ

と

を

把

握

し

た

た

め

、

同

局

は

現

在

、

そ

の

対

応

に

つ

い

て

周

知

を

図

っ

て

い

る

。

　

正

誤

は

次

の

通

り

。

【

正

】

１

枚

目

…

市

区

町

村

提

出

用

、

２

枚

目

…

税

務

署

提

出

用

、

３

枚

目

…

受

給

者

交

付

用

　

【

誤

】

１

枚

目

…

市

区

町

村

提

出

用

、

２

枚

目

…

受

給

者

交

付

用

、

３

枚

目

…

税

務

署

提

出

用

「

誤

」

の

順

に

丁

合

・

接

着

さ

れ

て

い

る

場

合

、

誤

っ

た

３

枚

目

（

税

務

署

提

出

用

）

に

複

写

が

さ

れ

な

い

た

め

、

同

局

で

は

、

年

末

調

整

等

関

係

書

類

を

受

け

取

っ

た

納

税

者

に

対

し

て

、

給

与

支

払

報

告

書

を

未

記

入

（

未

作

成

）

の

場

合

は

、

給

与

支

払

報

告

書

が

先

述

の

「

正

」

の

順

に

接

着

さ

れ

て

い

る

か

否

か

を

確

認

す

る

と

と

も

に

、

２

枚

目

と

３

枚

目

が

入

れ

違

い

に

な

っ

て

い

る

場

合

に

は

、

記

入

す

る

前

に

給

与

支

払

報

告

書

の

接

着

を

は

が

し

、

誤

っ

た

２

枚

目

と

誤

っ

た

３

枚

目

を

入

れ

替

え

て

、

「

正

」

の

順

に

３

枚

を

重

ね

た

上

で

記

入

す

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

ま

た

、

給

与

支

払

報

告

書

を

記

入

済

（

作

成

済

）

の

場

合

は

、

給

与

支

払

報

告

書

が

先

述

の

「

正

」

の

順

に

接

着

さ

れ

て

い

る

か

否

か

確

認

す

る

と

と

も

に

、

「

誤

」

の

順

に

接

着

さ

れ

て

い

る

場

合

に

は

、

誤

っ

た

３

枚

目

（

税

務

署

提

出

用

）

に

複

写

が

さ

れ

な

い

た

め

、

誤

っ

た

３

枚

目

（

税

務

署

提

出

用

）

に

改

め

て

記

入

の

上

、

提

出

す

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

正

し

い

給

与

支

払

報

告

書

の

２

枚

目

（

税

務

署

提

出

用

）

及

び

３

枚

目

（

受

給

者

交

付

用

）

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

も

掲

載

し

て

お

り

、

印

刷

し

て

利

用

す

る

こ

と

も

可

能

だ

。

　

ま

た

、

所

轄

税

務

署

に

連

絡

す

る

こ

と

で

、

正

し

い

給

与

支

払

報

告

書

を

改

め

て

郵

送

す

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

名

古

屋

国

税

局

も

同

様

の

作

成

誤

り

が

あ

る

可

能

性

が

あ

る

た

め

、

現

在

、

対

応

に

つ

い

て

の

周

知

を

図

っ

て

い

る

。

　

政

府

は

�

日

、

首

相

官

邸

で

第

１

回

日

本

成

長

戦

略

会

議

（

議

長

＝

高

市

早

苗

首

相

）

を

開

催

し

た

。

さ

ら

な

る

経

済

成

長

を

実

現

す

る

た

め

、

そ

の

具

体

化

に

向

け

て

成

長

戦

略

を

議

論

す

る

。

同

会

議

の

発

足

に

伴

い

、

岸

田

政

権

下

で

創

設

さ

れ

た

新

し

い

資

本

主

義

実

現

会

議

は

廃

止

さ

れ

、

新

し

い

資

本

主

義

実

現

会

議

で

検

討

し

た

事

項

等

は

同

会

議

に

引

き

継

が

れ

た

。

　

こ

の

日

の

会

議

で

は

、

政

府

が

月

内

に

も

取

り

ま

と

め

る

予

定

の

総

合

経

済

対

策

に

盛

り

込

む

べ

き

重

点

施

策

案

に

つ

い

て

検

討

を

行

っ

た

。

　

総

合

経

済

対

策

で

は

、

民

間

企

業

に

よ

る

投

資

を

引

き

出

す

べ

く

複

数

年

度

の

予

算

措

置

を

宣

言

す

る

こ

と

、

投

資

促

進

に

つ

な

が

る

税

制

措

置

の

方

向

性

を

示

す

こ

と

を

含

め

、

投

資

の

予

見

可

能

性

を

高

め

る

た

め

の

施

策

を

総

動

員

す

る

方

針

。

　

こ

の

う

ち

、

税

制

措

置

と

し

て

は

、

新

技

術

立

国

・

競

争

力

強

化

に

向

け

て

国

と

し

て

の

戦

略

技

術

分

野

や

地

方

大

学

が

強

み

を

有

す

る

研

究

分

野

で

産

学

連

携

に

よ

る

人

材

育

成

や

共

同

研

究

の

拠

点

形

成

を

促

進

す

る

と

と

も

に

、

こ

の

た

め

の

制

度

的

措

置

や

研

究

開

発

税

制

の

強

化

を

検

討

。

ま

た

、

大

胆

な

設

備

投

資

の

促

進

に

向

け

た

税

制

を

創

設

し

、

国

内

に

お

け

る

高

付

加

価

値

化

型

の

設

備

投

資

を

促

進

す

る

こ

と

を

検

討

す

る

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

育

児

・

子

ど

も

の

不

登

校

等

が

原

因

と

な

る

離

職

を

減

ら

す

た

め

、

家

事

支

援

サ

ー

ビ

ス

や

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

の

利

用

促

進

に

取

り

組

む

こ

と

と

し

、

そ

の

利

用

拡

大

に

向

け

た

税

制

措

置

を

含

む

支

援

策

等

に

つ

い

て

総

合

的

に

検

討

す

る

。

　

大

胆

な

投

資

促

進

税

制

や

育

児

・

子

ど

も

の

不

登

校

等

を

原

因

と

す

る

離

職

を

減

ら

す

た

め

の

税

制

措

置

は

高

市

首

相

の

自

民

党

総

裁

選

の

公

約

に

盛

り

込

ま

れ

て

い

た

内

容

と

な

る

。

　

会

議

の

締

め

く

く

り

で

、

高

市

首

相

は

「

関

係

大

臣

は

、

こ

こ

に

あ

る

内

容

に

つ

い

て

必

要

と

な

る

補

正

予

算

の

確

保

や

税

制

の

実

現

に

努

め

る

と

と

も

に

、

経

済

対

策

の

取

り

ま

と

め

を

待

た

ず

に

で

き

る

も

の

か

ら

直

ち

に

着

手

」

す

る

よ

う

に

指

示

を

出

し

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

納

税

者

が

、

不

動

産

取

引

を

巡

る

自

身

の

母

（

本

件

被

相

続

人

）

の

平

成

�

年

分

の

所

得

税

に

つ

い

て

、

母

の

死

後

そ

の

納

税

義

務

承

継

者

と

な

り

、

不

動

産

取

引

に

係

る

別

件

訴

訟

の

判

決

が

確

定

し

た

こ

と

を

受

け

て

更

正

の

請

求

を

し

た

と

こ

ろ

、

課

税

庁

か

ら

一

部

は

理

由

が

あ

る

も

の

の

、

残

り

は

更

正

す

べ

き

理

由

が

な

い

と

す

る

減

額

更

正

処

分

を

受

け

た

。

こ

れ

に

対

し

、

更

正

す

べ

き

理

由

が

な

い

と

し

た

部

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

東

京

地

裁

（

鎌

野

真

敬

裁

判

長

）

は

�

月

７

日

、

別

件

判

決

で

納

税

者

の

主

張

す

る

判

断

が

さ

れ

た

と

は

認

め

難

い

な

ど

と

し

処

分

は

適

法

だ

っ

た

と

の

判

決

を

下

し

た

（

詳

細

を

電

子

版

に

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

　東京都税制調査会は�日、令和７年度

報告を公表した。この中で、道府県民税利

子割が「住所地課税の例外」として、預

貯金の口座所在地都道府県で課税となっ

ているため、本店以外の営業所等を持た

ないインターネット銀行の口座に係る道

府県民税利子割の税収などがネット銀行

の本店等の多い都に集中している問題に

ついて、本来あるべき住所地課税に見直

す方向性に異論はないとした。

　ただ、国の地方税制のあり方に関する

検討会が早急に清算制度を導入すべき

（８月�日号３面参照）としている点に

ついては、拙速に導入するのではなく、

本来あるべき税収帰属地と課税団体との

間に生じている乖離を正確性の高いデー

タで示し、議論を行うべきだと指摘。

　その上で、例えば５年後など、達成時

期の目標を示し、検討体制を整えるなど

住所地課税の実現に向けた取組みを具体

的に進めるべきだとした。

　また、ふるさと納税について、寄附本

来の趣旨などを踏まえ、廃止を含め抜本

的な見直しを行うべきなどとしている。

　

会

計

検

査

院

が

５

日

に

公

表

し

た

令

和

６

年

度

決

算

検

査

報

告

で

は

、

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

の

利

益

の

申

告

漏

れ

（

�

月

�

日

号

２

面

参

照

）

や

消

費

税

の

簡

易

課

税

制

度

（

�

月

�

日

号

１

面

参

照

）

に

関

す

る

指

摘

の

ほ

か

、

租

税

の

徴

収

額

に

お

け

る

過

不

足

も

報

告

さ

れ

て

い

る

。

検

査

の

結

果

、

�

税

務

署

に

お

い

て

、

納

税

者

１

０

６

人

か

ら

租

税

を

徴

収

す

る

に

当

た

り

、

徴

収

額

が

１

１

３

事

項

計

３

億

７

９

７

２

万

円

（

平

成

�

年

度

か

ら

令

和

６

年

度

ま

で

）

不

足

し

て

お

り

、

ま

た

、

１

事

項

�

万

円

（

令

和

５

年

度

）

過

大

に

な

っ

て

い

て

、

不

当

と

認

め

ら

れ

る

と

し

た

。

な

お

、

こ

れ

ら

の

徴

収

不

足

額

等

は

す

べ

て

徴

収

決

定

等

の

処

置

が

執

ら

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

申

告

所

得

税

に

お

け

る

譲

渡

所

得

に

関

す

る

徴

収

不

足

事

案

を

紹

介

す

る

。

　

個

人

が

資

産

を

譲

渡

し

た

場

合

に

は

、

そ

の

総

収

入

金

額

か

ら

譲

渡

し

た

資

産

の

取

得

費

や

譲

渡

に

要

し

た

費

用

の

額

等

を

差

し

引

い

た

金

額

を

譲

渡

所

得

と

し

て

、

他

の

各

種

所

得

と

総

合

し

て

課

税

す

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

た

だ

し

、

土

地

建

物

等

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

に

つ

い

て

は

、

他

の

所

得

と

分

離

し

て

課

税

す

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

個

人

が

相

続

ま

た

は

遺

贈

に

よ

り

取

得

し

た

資

産

を

一

定

の

期

間

内

に

譲

渡

し

た

場

合

に

は

、

相

続

税

額

の

う

ち

譲

渡

し

た

資

産

ご

と

に

所

定

の

方

法

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

に

つ

い

て

、

当

該

資

産

ご

と

に

譲

渡

所

得

に

係

る

収

入

金

額

（

譲

渡

収

入

金

額

）

か

ら

取

得

費

及

び

譲

渡

に

要

し

た

費

用

の

額

の

合

計

額

（

取

得

費

等

の

合

計

額

）

を

控

除

し

た

残

額

に

相

当

す

る

金

額

を

限

度

と

し

て

取

得

費

に

加

算

で

き

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

譲

渡

収

入

金

額

が

取

得

費

等

の

合

計

額

に

満

た

な

い

場

合

に

は

、

取

得

費

に

加

算

で

き

る

相

続

税

額

は

な

い

も

の

と

す

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

譲

渡

所

得

に

関

し

て

、

徴

収

不

足

に

な

っ

て

い

た

事

態

が

７

事

項

計

１

６

８

７

万

円

あ

っ

た

と

し

て

い

る

。

　

そ

の

主

な

内

容

は

、

譲

渡

し

た

建

物

に

つ

い

て

、

譲

渡

収

入

金

額

が

取

得

費

等

の

合

計

額

に

満

た

な

い

こ

と

か

ら

、

取

得

費

に

加

算

で

き

る

相

続

税

額

は

な

い

こ

と

と

な

る

の

に

、

こ

れ

を

見

過

ご

し

ま

た

は

法

令

等

の

適

用

の

検

討

が

十

分

で

な

か

っ

た

た

め

、

取

得

費

に

加

算

で

き

な

い

相

続

税

額

を

加

算

し

、

取

得

費

を

過

大

に

計

上

し

て

譲

渡

所

得

の

金

額

を

過

小

の

ま

ま

と

し

て

い

た

も

の

。

　

そ

の

ほ

か

の

徴

収

不

足

に

な

っ

て

い

た

事

態

と

し

て

は

、

源

泉

所

得

税

に

お

け

る

退

職

手

当

及

び

配

当

、

申

告

所

得

税

に

お

け

る

事

業

所

得

、

法

人

税

に

お

け

る

法

人

税

額

の

特

別

控

除

や

交

際

費

等

の

損

金

不

算

入

、

相

続

税

に

お

け

る

法

定

相

続

分

、

贈

与

税

に

お

け

る

有

価

証

券

の

価

額

、

消

費

税

に

お

け

る

課

税

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

の

控

除

や

課

税

売

上

高

の

計

上

に

関

す

る

事

例

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

納

税

者

は

本

件

被

相

続

人

Ａ

の

実

子

。

納

税

者

の

夫

Ｂ

は

Ａ

の

養

子

と

な

っ

て

い

た

。

Ａ

の

死

後

、

Ｂ

が

そ

の

納

税

義

務

承

継

者

と

な

っ

た

が

、

Ｂ

の

死

後

は

納

税

者

が

Ａ

の

納

税

義

務

承

継

者

と

な

っ

た

。

　

Ａ

は

�

年

１

月

４

日

ま

で

に

、

複

数

の

土

地

を

Ｂ

に

約

２

億

５

０

０

０

万

円

で

譲

渡

（

甲

契

約

、

こ

の

代

金

債

権

を

甲

債

権

）

。

Ｂ

は

�

年

１

月

４

日

、

不

動

産

会

社

Ｘ

社

に

甲

契

約

で

譲

渡

を

受

け

た

土

地

を

含

む

土

地

や

建

物

の

持

分

を

約

３

億

１

０

０

０

万

円

で

譲

渡

し

た

（

乙

契

約

）

。

ま

た

、

Ａ

は

�

年

ご

ろ

、

Ｘ

社

に

甲

契

約

で

譲

渡

し

た

土

地

以

外

の

土

地

を

約

８

０

０

０

万

円

で

譲

渡

し

た

（

丙

契

約

、

こ

の

代

金

債

権

を

丙

債

権

）

。

　

Ａ

は

�

年

３

月

、

�

年

分

の

所

得

税

の

確

定

申

告

（

本

件

申

告

）

を

し

た

。

申

告

書

に

は

甲

契

約

と

丙

契

約

に

係

る

収

入

金

額

等

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

Ａ

は

�

年

�

月

に

死

亡

し

、

Ｂ

が

甲

債

権

と

丙

債

権

を

相

続

し

た

。

　

Ｂ

は

Ｘ

社

等

を

相

手

に

、

乙

契

約

に

つ

い

て

、

Ｘ

社

の

元

代

表

者

等

の

詐

欺

に

基

づ

く

も

の

で

取

り

消

し

た

旨

、

Ｂ

の

錯

誤

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

か

ら

無

効

で

あ

る

旨

お

よ

び

Ｘ

社

に

よ

る

代

金

の

不

払

を

理

由

に

解

除

し

た

旨

な

ど

を

主

張

し

、

別

件

訴

訟

を

提

起

し

た

。

そ

の

後

、

Ｂ

は

�

年

４

月

に

死

亡

。

納

税

者

が

Ｂ

の

財

産

を

相

続

し

た

。

　

令

和

２

年

２

月

に

別

件

訴

訟

に

つ

い

て

、

Ｘ

社

に

よ

る

代

金

支

払

債

務

の

不

履

行

を

理

由

と

す

る

亡

Ｂ

に

よ

る

乙

契

約

の

解

除

が

有

効

と

す

る

請

求

を

認

容

し

、

そ

の

余

の

請

求

を

棄

却

す

る

地

裁

判

決

が

言

い

渡

さ

れ

た

。

そ

の

後

、

控

訴

棄

却

等

を

経

て

判

決

が

確

定

し

た

。

　

納

税

者

は

４

年

５

月

、

更

正

の

請

求

書

の

「

添

付

し

た

書

類

」

欄

に

「

判

決

文

、

契

約

書

」

と

記

載

し

、

「

更

正

の

請

求

を

す

る

理

由

、

請

求

を

す

る

に

至

っ

た

事

情

の

詳

細

等

」

欄

に

「

所

有

地

有

効

利

用

の

融

資

を

受

け

る

た

め

、

仮

装

売

買

契

約

を

締

結

し

た

ら

相

手

方

に

登

記

を

移

さ

れ

代

金

を

得

る

こ

と

な

く

所

有

地

を

失

い

、

相

手

方

は

無

資

力

」

と

記

載

し

て

、

本

件

申

告

に

つ

い

て

甲

契

約

お

よ

び

丙

契

約

に

係

る

分

離

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

を

０

円

と

す

る

本

件

各

更

正

の

請

求

を

し

た

。

　

課

税

庁

は

５

年

５

月

に

本

件

各

更

正

の

請

求

の

う

ち

、

①

丙

契

約

に

係

る

部

分

は

更

正

の

請

求

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

た

上

で

、

本

件

申

告

に

お

け

る

丙

債

権

の

回

収

不

能

額

（

丙

債

権

の

額

と

一

致

）

を

減

算

す

る

一

方

、

②

甲

契

約

に

係

る

部

分

は

更

正

す

べ

き

理

由

が

な

い

と

す

る

減

額

更

正

処

分

を

し

た

。

　

本

件

の

争

点

は

、

本

件

各

更

正

の

請

求

の

う

ち

甲

契

約

に

係

る

部

分

が

国

税

通

則

法

�

条

２

項

１

号

所

定

の

要

件

を

満

た

す

か

否

か

な

ど

。

　

判

決

で

地

裁

は

、

別

件

判

決

は

乙

契

約

を

錯

誤

に

よ

り

無

効

と

判

断

し

た

も

の

で

は

な

く

、

甲

契

約

の

効

力

な

ら

び

に

甲

債

権

の

回

収

可

能

性

お

よ

び

評

価

額

に

つ

い

て

は

何

ら

判

断

し

て

お

ら

ず

、

乙

契

約

が

Ｂ

の

錯

誤

に

よ

り

無

効

で

、

ひ

い

て

は

甲

契

約

も

錯

誤

に

よ

り

無

効

と

判

断

さ

れ

た

な

ど

と

納

税

者

の

主

張

す

る

判

断

が

さ

れ

た

と

は

認

め

難

い

と

指

摘

。

納

税

者

の

主

張

を

退

け

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

自

民

党

総

裁

に

高

市

早

苗

氏

が

選

出

さ

れ

組

閣

、

維

新

と

の

連

立

政

権

が

発

足

し

た

。

各

種

の

世

論

調

査

で

は

高

市

新

総

理

の

支

持

率

は

高

い

。

わ

が

国

で

初

の

女

性

総

理

で

あ

る

こ

と

、

非

世

襲

議

員

、

故

安

倍

元

総

理

に

近

い

関

係

、

党

内

で

も

有

数

の

保

守

主

義

者

で

あ

る

こ

と

が

昨

今

の

内

外

情

勢

の

下

で

好

感

を

持

っ

て

迎

え

ら

れ

た

こ

と

に

よ

ろ

う

。

一

方

、

永

年

与

党

と

し

て

連

立

政

権

を

担

っ

て

き

た

公

明

党

が

連

立

を

離

脱

し

た

が

、

高

市

氏

が

総

理

に

選

出

さ

れ

た

こ

と

が

因

と

言

わ

れ

る

。

　

総

理

は

�

月

の

国

会

冒

頭

の

所

信

表

明

で

「

今

の

暮

ら

し

や

未

来

へ

の

不

安

を

希

望

に

変

え

、

強

い

経

済

を

作

る

、

そ

し

て

、

日

本

列

島

を

強

く

豊

か

に

し

て

い

く

。

世

界

が

直

面

す

る

課

題

に

向

き

合

い

、

世

界

の

真

ん

中

で

咲

き

誇

る

日

本

外

交

を

取

り

戻

す

」

と

述

べ

、

内

政

に

つ

い

て

は

「

強

い

経

済

を

構

築

す

る

た

め

に

責

任

あ

る

積

極

財

政

の

考

え

方

の

も

と

戦

略

的

財

政

出

動

、

経

済

対

策

策

定

、

物

価

対

策

を

柱

に

補

正

予

算

編

成

、

ガ

ソ

リ

ン

税

の

暫

定

税

率

の

廃

止

・

軽

油

引

取

税

の

暫

定

税

率

の

早

期

廃

止

を

目

指

し

安

定

財

源

を

確

保

、

日

本

成

長

戦

略

会

議

設

置

、

経

済

・

食

糧

・

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

健

康

医

療

・

国

土

強

靭

化

な

ど

の

リ

ス

ク

に

官

民

で

戦

略

的

な

危

機

管

理

投

資

、

社

会

保

障

制

度

の

給

付

と

負

担

の

あ

り

方

に

つ

い

て

人

口

減

少

・

少

子

高

齢

化

を

乗

り

切

る

た

め

に

国

民

会

議

設

置

」

な

ど

、

外

交

防

衛

に

つ

い

て

は

「

自

由

で

開

か

れ

た

イ

ン

ド

太

平

洋

を

柱

と

し

、

日

米

同

盟

が

外

交

安

保

政

策

の

基

軸

、

中

国

と

は

戦

略

的

互

恵

関

係

包

括

的

推

進

、

北

朝

鮮

の

核

開

発

・

拉

致

問

題

と

ロ

シ

ア

の

ウ

ク

ラ

イ

ナ

侵

攻

は

断

じ

て

容

認

で

き

な

い

。

防

衛

費

Ｇ

Ｄ

Ｐ

２

％

目

標

は

今

年

度

補

正

予

算

で

達

成

、

来

年

中

に

安

保

関

連

３

文

書

を

改

訂

」

な

ど

と

し

、

結

び

は

「

日

本

を

再

び

世

界

の

高

み

に

押

し

上

げ

る

、

衆

議

を

重

視

す

る

」

と

し

て

い

る

。

新

総

理

の

政

権

運

営

へ

の

思

い

を

述

べ

た

も

の

で

説

得

力

が

あ

る

。

　

就

任

直

後

の

Ａ

Ｓ

Ｅ

Ａ

Ｎ

首

脳

会

議

で

の

各

国

首

脳

と

初

交

流

、

訪

日

ト

ラ

ン

プ

米

大

統

領

と

の

首

脳

会

談

、

韓

国

で

の

Ａ

Ｐ

Ｅ

Ｃ

会

議

、

習

中

国

主

席

・

李

韓

国

大

統

領

と

首

脳

会

談

と

外

交

の

滑

り

出

し

は

順

調

で

あ

っ

た

。

　

国

内

で

は

、

高

市

総

理

の

閣

僚

、

党

役

員

な

ど

の

人

事

、

独

断

的

行

動

、

保

守

主

義

に

つ

き

批

判

、

懸

念

の

声

も

あ

る

。

　

臨

時

国

会

本

会

議

、

予

算

委

員

会

で

総

理

は

所

信

表

明

の

施

策

の

内

容

、

適

否

の

質

疑

に

歯

切

れ

よ

く

答

弁

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

れ

か

ら

の

施

策

の

具

体

化

、

と

り

わ

け

、

国

民

の

負

担

や

義

務

を

伴

う

も

の

や

議

員

定

数

削

減

は

、

与

党

内

の

調

整

、

さ

ら

に

、

衆

参

と

も

与

党

議

席

が

過

半

数

を

下

回

る

こ

と

か

ら

所

期

の

成

案

を

得

る

こ

と

は

容

易

で

は

あ

る

ま

い

。

予

算

、

法

案

審

議

の

過

程

に

お

い

て

解

散

で

国

民

の

信

を

問

う

場

面

も

予

想

さ

れ

る

。

　

気

が

か

り

な

の

は

積

極

財

政

の

財

源

を

税

収

増

で

賄

え

ず

国

債

増

発

に

頼

る

こ

と

で

あ

る

。

す

で

に

巨

額

の

赤

字

を

抱

え

る

日

本

財

政

が

万

一

に

で

も

市

場

の

信

用

を

失

う

よ

う

な

こ

と

が

あ

れ

ば

、

財

政

瓦

解

、

日

本

経

済

も

瓦

解

す

る

。

総

理

に

は

こ

の

点

へ

の

充

分

な

目

配

り

を

望

み

た

い

。

（

匡

）

　

一

般

社

団

法

人

東

京

青

色

申

告

会

連

合

会

（

相

原

博

会

長

）

は

７

日

、

同

会

会

館

で

第

１

回

税

に

関

す

る

動

画

グ

ラ

ン

プ

リ

の

表

彰

式

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

表

彰

式

に

は

同

会

役

員

の

ほ

か

、

東

京

国

税

局

の

小

宮

敦

史

局

長

、

東

京

都

主

税

局

の

武

田

康

弘

局

長

が

出

席

し

た

。

　

同

グ

ラ

ン

プ

リ

は

、

都

内

在

住

・

在

学

の

高

校

生

、

大

学

生

・

専

門

学

校

生

を

対

象

に

税

を

テ

ー

マ

に

し

た

動

画

作

品

を

募

集

し

た

も

の

。

高

校

生

部

門

の

グ

ラ

ン

プ

リ

に

は

都

立

目

黒

高

校

の

南

森

譲

さ

ん

の

作

品

「

税

金

で

支

え

る

暮

ら

し

」

が

、

大

学

・

専

門

学

校

生

部

門

の

グ

ラ

ン

プ

リ

に

は

ア

ミ

ュ

ー

ズ

メ

ン

ト

メ

デ

ィ

ア

総

合

学

院

Ｃ

Ｇ

学

科

映

像

班

の

作

品

「

税

金

が

支

え

る

『

あ

た

り

ま

え

』

」

が

そ

れ

ぞ

れ

輝

い

た

。

ま

た

、

各

部

門

の

準

グ

ラ

ン

プ

リ

の

ほ

か

、

東

京

国

税

局

長

賞

、

東

京

都

主

税

局

長

賞

も

授

与

さ

れ

た

。

　

高

校

生

部

門

グ

ラ

ン

プ

リ

の

南

さ

ん

は

受

賞

後

、

「

こ

の

動

画

で

税

金

を

よ

り

身

近

に

感

じ

て

く

れ

た

ら

う

れ

し

い

で

す

」

と

話

し

て

い

た

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

６

事

務

年

度

の

「

相

互

協

議

の

状

況

」

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

相

互

協

議

事

案

の

発

生

件

数

は

、

前

事

務

年

度

比

�

件

増

加

（

�

％

増

）

の

２

８

０

件

と

増

加

し

た

。

　

全

国

間

税

会

総

連

合

会

（

迫

本

淳

一

会

長

）

と

東

京

国

税

局

間

税

会

連

合

会

（

關

口

雅

章

会

長

）

は

�

日

、

松

竹

㈱

会

議

室

で

令

和

７

年

度

「

税

の

標

語

」

表

彰

式

を

行

っ

た

。

　

表

彰

式

に

は

、

国

税

庁

消

費

税

室

の

山

本

昌

平

室

長

、

東

京

国

税

局

消

費

税

課

の

竹

川

洋

樹

課

長

ら

が

来

賓

と

し

て

出

席

し

た

。

　

今

回

も

、

小

・

中

学

生

お

よ

び

高

校

生

の

ほ

か

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

に

よ

り

広

く

一

般

か

ら

も

募

集

。

全

間

連

は

、

前

年

度

比

３

・

０

％

増

の

�

万

５

４

８

９

点

で

過

去

最

多

の

応

募

点

数

と

な

り

、

そ

の

う

ち

東

京

局

間

連

は

、

同

４

・

３

％

増

の

�

万

５

６

９

８

点

だ

っ

た

。

　

全

間

連

最

優

秀

賞

に

は

、

福

島

県

西

会

津

町

立

西

会

津

中

学

校

の

五

寧

大

陽

さ

ん

＝

写

真

中

央

＝

に

よ

る

「

あ

た

た

か

い

　

社

会

を

作

る

　

消

費

税

」

が

選

ば

れ

、

東

京

局

間

連

最

優

秀

賞

に

は

世

田

谷

区

立

用

賀

中

学

校

の

小

林

こ

こ

ろ

さ

ん

に

よ

る

「

君

の

夢

　

叶

う

社

会

に

　

活

き

る

税

」

が

選

ば

れ

た

。

　

最

優

秀

賞

２

作

品

は

、

全

間

連

と

東

京

局

間

連

の

会

報

や

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

、

全

国

の

間

税

会

活

動

に

活

用

さ

れ

る

。

　

発

生

件

数

の

内

訳

は

、

事

前

確

認

に

係

る

も

の

が

同

�

件

増

加

の

１

９

４

件

で

全

体

の

約

７

割

を

占

め

、

移

転

価

格

課

税

が

同

�

件

増

加

の

�

件

、

そ

の

他

（

恒

久

的

施

設

に

関

す

る

事

案

や

、

源

泉

所

得

税

に

関

す

る

事

案

な

ど

）

が

同

�

件

増

加

の

�

件

だ

っ

た

。

な

お

、

相

互

協

議

の

発

生

事

案

の

多

い

国

は

、

米

国

、

イ

ン

ド

、

韓

国

、

中

国

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

順

と

な

っ

て

い

る

。

　

処

理

件

数

は

、

同

�

件

増

加

の

２

４

２

件

（

同

�

％

増

）

で

、

前

年

度

に

続

き

過

去

最

多

を

更

新

し

た

。

同

庁

は

、

「

事

案

の

複

雑

・

困

難

性

や

相

手

国

の

事

情

、

納

税

者

の

資

料

の

準

備

状

況

な

ど

事

案

の

性

質

に

影

響

さ

れ

る

が

、

対

面

協

議

に

加

え

、

電

話

や

オ

ン

ラ

イ

ン

会

議

の

効

果

的

な

活

用

等

に

よ

り

、

円

滑

な

協

議

の

実

施

に

努

め

た

た

め

」

と

説

明

し

て

い

る

。

　

処

理

事

案

を

地

域

別

で

見

る

と

、

米

国

、

イ

ン

ド

、

中

国

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

、

ド

イ

ツ

の

順

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

処

理

事

案

１

件

当

た

り

に

要

し

た

平

均

処

理

期

間

は

、

前

事

務

年

度

よ

り

７

・

８

カ

月

長

い

�

・

６

カ

月

で

、

現

在

の

相

互

協

議

状

況

の

公

表

形

態

に

な

っ

て

以

降

、

過

去

最

長

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

加

盟

国

は

同

６

・

２

カ

月

長

い

�

・

６

カ

月

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

非

加

盟

国

・

地

域

は

同

６

・

８

カ

月

長

い

�

・

０

カ

月

だ

っ

た

。

年

々

増

加

し

て

い

る

非

加

盟

国

・

地

域

の

長

期

事

案

が

終

結

し

た

こ

と

な

ど

に

よ

り

、

処

理

期

間

が

長

く

な

る

傾

向

に

あ

る

。

　

繰

越

件

数

は

、

発

生

件

数

が

処

理

件

数

を

上

回

っ

た

た

め

、

同

�

件

増

加

（

同

５

・

１

％

増

）

の

７

７

３

件

で

過

去

最

多

だ

っ

た

。

繰

越

件

数

の

内

訳

は

、

事

前

確

認

が

、

過

去

最

多

だ

っ

た

前

事

務

年

度

と

同

数

の

５

９

５

件

、

移

転

価

格

課

税

が

�

件

増

加

の

１

５

１

件

、

そ

の

他

が

�

件

増

の

�

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

過

去

最

多

と

な

っ

た

要

因

に

つ

い

て

、

同

庁

は

、

「

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

加

盟

国

と

の

相

互

協

議

事

案

が

中

心

で

あ

る

も

の

の

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

非

加

盟

国

・

地

域

と

の

相

互

協

議

事

案

も

多

く

を

占

め

て

い

る

た

め

」

と

説

明

し

て

い

る

。

　

繰

越

事

案

の

多

い

国

は

、

米

国

（

�

％

）

、

イ

ン

ド

（

�

％

）

、

中

国

（

�

％

）

、

韓

国

（

�

％

）

、

ド

イ

ツ

（

５

％

）

の

順

と

な

っ

て

お

り

、

Ｇ

Ｄ

Ｐ

が

日

本

を

抜

く

見

通

し

の

経

済

成

長

著

し

い

イ

ン

ド

の

増

加

が

目

立

つ

。

　

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

非

加

盟

国

・

地

域

の

繰

越

件

数

は

、

同

８

件

増

の

３

３

４

件

で

、

繰

越

件

数

全

体

（

７

７

３

件

）

の

�

・

２

％

を

占

め

る

。

発

生

件

数

（

同

�

・

３

％

増

の

１

１

２

件

）

、

処

理

件

数

（

同

�

・

５

％

増

の

１

０

４

件

）

は

、

と

も

に

過

去

最

多

だ

っ

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　次に、「…売上原価その他…」と「販売費、一般管理費その

他これらの所得を…」の解釈の仕方です。「その他」と「その

他の」は、日常用語としてはあまり区別されることはありませ

んが、法令用語としては使い分けられます。例えば、「Ａ、Ｂ

その他Ｃ」と「Ａ、Ｂその他のＣ」という場合です。前者は、

Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ並列関係にあることを示し、後者はＡと

ＢはＣの例示的な役割を示します。そうすると、「総収入金額

に係る売上原価」は「当該総収入金額を得るため直接に要した

費用」と、また、「販売費、一般管理費」は「これらの所得を

生ずべき業務について生じた費用」と並列関係にあるというこ

とになります。

　なるほど、「総収入金額に係る売上原価」と「当該総収入金

額を得るため直接に要した費用」が並列関係にあるとすれば、

両者は別の概念であるということになりますから両者が重なり

合うことはありません。しかしながら、「販売費」、「一般管

理費」と「これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」

とが並列関係にあるとした場合は、まず「販売費」と「一般管

理費」がどのようなものであるかをそれぞれ観念しなければな

りませんし、「これらの所得を生ずべき業務について生じた費

用」はさらにこれらとは別ものとして観念しなければならなく

なります。これでは、必要経費に当たるか否かを容易に判断す

ることはできなくなるでしょう。

　ところで、「その他」と「その他の」の使い方については、

「語呂、語感等の関係で、『その他の』を使うべき際に、「そ

の他」が用いられている例がないでもない。たとえば、『言論、

出版その他一切の表現の自由』（憲法�条１項）などは、その

例で、本来ならば『その他の』を使うべきところに、語呂の都

合で、『その他』が使われているのである」（林修三「法令用

語の常識」日本評論社）とされます。また、「販売費、一般管

理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」

とは、費用の例示として販売費、一般管理費が記載されている

ものと解される」と示した裁決（平成�年�月�日裁決）もあ

るところです。

　以上のとおり、所得税法第�条第１項は、解釈上、必要経費

を定義したというよりも、必要経費の〝入れもの〟を規定した

ということができます。ですから、ある費用が必要経費である

のかどうかを検討する上では、同項に規定される文言を個々に

解釈して当てはめるのではなく、「総収入金額に係る売上原価

その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」（収入対

応費用）と「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべ

き業務について生じた費用」（期間対応費用）とを、その発生

により区分された費用と捉え、それぞれを一句の文言（費用）

として解釈すべきものと考えます。

　

シ

ャ

ウ

プ

税

制

は

、

税

務

行

政

や

租

税

法

の

執

行

に

関

し

て

も

、

種

々

の

役

割

を

果

た

し

た

の

で

あ

る

が

、

そ

の

重

要

な

も

の

と

し

て

青

色

申

告

制

度

が

あ

る

。

我

が

国

の

租

税

制

度

の

中

核

と

な

る

所

得

税

に

し

て

も

、

法

人

税

に

し

て

も

、

そ

の

課

税

客

体

と

な

る

「

所

得

金

額

」

を

正

確

に

把

握

す

る

こ

と

は

極

め

て

困

難

で

あ

る

。

特

に

、

戦

後

の

動

乱

期

に

お

い

て

は

、

税

務

当

局

と

し

て

も

至

難

な

こ

と

で

あ

っ

た

。

　

そ

こ

で

、

正

確

な

所

得

金

額

を

算

定

す

る

た

め

に

は

、

記

帳

制

度

の

確

立

が

必

要

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

、

青

色

申

告

制

度

が

導

入

さ

れ

た

。

す

な

わ

ち

、

所

得

税

に

つ

い

て

は

、

事

業

所

得

、

不

動

産

所

得

、

山

林

所

得

又

は

譲

渡

所

得

を

有

す

る

個

人

で

、

政

府

が

定

め

る

帳

簿

書

類

を

備

え

付

け

る

も

の

は

、

政

府

の

承

認

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

は

、

青

色

申

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

、

青

色

申

告

書

を

提

出

し

た

納

税

義

務

者

に

対

し

て

は

、

帳

簿

書

類

を

調

査

し

た

上

で

な

け

れ

ば

、

更

正

決

定

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

、

ま

た

、

純

損

失

の

繰

越

控

除

を

３

年

間

認

め

る

こ

と

と

し

、

前

１

年

に

限

り

繰

戻

控

除

を

認

め

る

こ

と

と

し

た

。

　

こ

の

よ

う

な

青

色

申

告

制

度

は

、

法

人

税

に

つ

い

て

も

、

同

様

に

認

め

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

が

、

欠

損

金

の

繰

越

控

除

が

５

年

間

認

め

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

（

繰

戻

控

除

に

つ

い

て

は

、

所

得

税

同

様

一

年

で

あ

る

）

。

　

こ

の

よ

う

な

青

色

申

告

制

度

は

、

そ

の

後

の

国

・

協

力

団

体

に

よ

る

普

及

活

動

も

あ

っ

て

、

急

速

に

普

及

し

、

個

人

の

青

色

申

告

者

は

、

５

年

後

の

昭

和

�

年

に

は

、

事

業

所

得

者

の

�

・

４

％

に

達

し

、

昭

和

�

年

に

は

�

・

２

％

と

な

っ

た

。

も

っ

と

も

、

そ

の

後

は

、

足

踏

み

状

態

に

な

っ

て

い

る

（

現

在

の

普

及

率

は

�

％

で

あ

る

）

。

　

他

方

、

法

人

税

に

つ

い

て

は

、

正

常

な

営

業

状

態

に

あ

る

法

人

の

ほ

と

ん

ど

が

青

色

申

告

者

と

な

っ

て

い

る

（

現

在

の

普

及

率

は

�

％

で

あ

る

）

。

こ

の

よ

う

に

、

法

人

に

お

い

て

青

色

申

告

が

普

及

す

る

理

由

は

、

そ

も

そ

も

法

人

経

営

に

お

い

て

記

帳

制

度

が

必

要

で

あ

る

と

い

う

こ

と

も

あ

る

が

、

欠

損

金

の

繰

越

控

除

が

極

め

て

重

要

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

け

だ

し

、

巷

間

、

中

小

企

業

の

３

分

の

２

が

赤

字

経

営

を

し

て

い

る

と

い

わ

れ

る

が

、

こ

れ

は

、

中

小

企

業

の

３

分

の

２

が

継

続

的

に

赤

字

経

営

を

し

て

い

る

（

そ

う

で

あ

れ

ば

、

当

該

中

小

企

業

は

消

滅

す

る

）

わ

け

で

は

な

く

、

３

年

に

１

回

は

黒

字

で

、

２

回

は

赤

字

に

な

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

赤

字

の

時

の

欠

損

金

を

繰

り

越

す

こ

と

は

、

経

営

上

不

可

欠

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

（

因

み

に

、

現

行

の

繰

越

期

間

は

�

年

に

な

っ

て

い

る

）

。

　

と

こ

ろ

で

、

個

人

の

青

色

申

告

制

度

が

前

述

の

よ

う

に

足

踏

み

状

態

で

あ

る

こ

と

も

あ

っ

て

か

、

昭

和

�

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

納

税

環

境

整

備

の

一

環

と

し

て

、

不

動

産

所

得

、

事

業

所

得

又

は

山

林

所

得

を

生

ず

べ

き

業

務

を

行

う

者

で

こ

れ

ら

の

所

得

金

額

の

合

計

額

が

３

０

０

万

円

を

超

え

る

者

に

対

し

て

、

帳

簿

を

備

え

、

簡

易

な

方

法

に

よ

り

記

録

し

、

こ

れ

を

所

定

の

期

間

（

原

則

７

年

）

保

存

す

る

こ

と

を

義

務

付

け

る

こ

と

と

し

た

（

そ

の

後

、

雑

所

得

に

つ

い

て

も

、

同

様

な

規

制

が

行

わ

れ

て

い

る

）

。

そ

し

て

、

平

成

�

年

�

月

の

税

制

改

正

で

は

、

こ

の

よ

う

な

記

帳

制

度

を

一

層

強

化

す

る

こ

と

に

し

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

記

帳

義

務

制

度

は

、

当

初

は

訓

示

的

な

制

度

と

し

て

考

え

ら

れ

て

い

た

が

、

次

第

に

、

青

色

申

告

の

よ

う

な

恩

典

は

な

い

の

に

、

記

帳

義

務

を

通

し

て

の

罰

則

的

な

規

定

が

強

化

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

令

和

４

年

度

税

制

改

正

で

設

け

ら

れ

た

所

得

税

法

�

条

３

項

は

、

隠

蔽

仮

装

行

為

に

基

づ

き

確

定

申

告

書

を

提

出

し

て

い

る

等

の

場

合

に

は

、

必

要

経

費

を

控

除

し

な

い

こ

と

と

し

（

第

�

回

参

考

）

、

帳

簿

等

に

必

要

経

費

の

存

在

が

明

ら

か

な

も

の

に

つ

い

て

の

み

、

そ

の

控

除

を

認

め

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

国

税

通

則

法

�

条

等

で

は

、

帳

簿

の

記

帳

内

容

や

調

査

の

時

の

提

示

状

態

等

に

よ

っ

て

各

種

加

算

税

の

額

が

加

重

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

規

定

か

ら

み

て

も

、

青

色

申

告

者

以

外

に

対

す

る

帳

簿

の

記

帳

・

保

存

義

務

も

、

間

接

的

に

青

色

申

告

者

並

み

に

強

制

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

（

同

旨

法

法

�

③

）

。

　

と

も

あ

れ

、

青

色

申

告

制

度

に

始

ま

っ

た

帳

簿

の

記

帳

・

保

存

義

務

は

、

所

定

の

所

得

を

有

す

る

者

全

体

に

事

実

上

強

制

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

、

租

税

法

上

新

た

な

論

点

を

惹

起

す

る

こ

と

も

考

え

ら

れ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

人

生

１

０

０

年

時

代

、

高

齢

期

の

就

労

や

働

き

方

の

多

様

化

が

進

む

中

、

ま

す

ま

す

一

人

ひ

と

り

の

ラ

イ

フ

プ

ラ

ン

が

重

要

と

な

る

。

　

投

資

で

き

る

期

間

も

非

課

税

と

な

る

期

間

も

無

期

限

で

あ

る

「

新

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

（

恒

久

型

）

」

が

令

和

６

年

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

、

開

設

口

座

数

も

買

付

け

金

額

も

順

調

に

伸

び

て

い

る

。

他

方

で

、

従

来

解

説

し

た

「

旧

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

・

つ

み

た

て

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

」

等

の

非

課

税

期

間

満

了

時

の

対

応

や

、

特

定

口

座

で

の

上

場

株

式

・

投

資

信

託

等

の

運

用

に

は

引

き

続

き

税

の

知

識

は

不

可

欠

。

税

金

に

も

少

々

興

味

を

も

っ

て

い

た

だ

き

、

税

金

を

味

方

に

つ

け

て

資

産

つ

く

り

を

。

　

税

金

だ

け

で

な

く

社

会

保

険

料

へ

の

影

響

に

つ

い

て

も

解

説

。

　

「

確

定

申

告

す

れ

ば

税

金

を

取

り

戻

せ

る

人

（

ま

た

は

、

翌

年

以

降

に

税

金

を

取

り

戻

せ

る

可

能

性

が

あ

る

人

）

」

「

証

券

税

制

の

あ

ら

ま

し

」

「

上

場

株

式

等

の

売

却

―

―

確

定

申

告

の

た

め

の

基

礎

知

識

」

な

ど

４

編

で

構

成

。

　

随

所

に

「

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

と

支

払

調

書

等

」

「

妻

が

受

け

取

る

上

場

株

式

配

当

と

、

夫

の

税

金

」

「

元

本

払

戻

金

（

特

別

分

配

金

）

」

な

ど

の

コ

ラ

ム

も

盛

り

込

む

。

　

Ａ

４

判

、

１

８

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

１

７

６

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

被

差

押

債

権

が

第

三

者

に

帰

属

す

る

と

い

う

請

求

人

主

張

の

事

実

が

存

在

し

た

と

し

て

も

、

差

押

処

分

に

よ

っ

て

不

利

益

を

受

け

る

の

は

当

該

第

三

者

で

あ

り

請

求

人

で

は

な

い

と

し

て

、

違

法

事

由

の

主

張

制

限

を

し

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

が

、

審

査

請

求

人

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

債

権

の

差

押

処

分

を

し

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

債

権

は

第

三

者

に

帰

属

す

る

と

し

て

、

当

該

差

押

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

人

の

主

張

は

、

審

査

請

求

の

理

由

と

し

て

取

消

し

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

も

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

点

に

関

す

る

請

求

人

の

主

張

に

は

理

由

が

な

く

、

差

押

処

分

は

国

税

徴

収

法

所

定

の

要

件

を

充

足

し

て

お

り

、

適

法

で

あ

る

と

し

請

求

を

棄

却

し

た

（

公

表

裁

決

、

令

和

７

年

１

月

�

日

付

）

。

関

係

法

令

　

⑴

国

税

通

則

法

第

�

条

《

国

税

に

関

す

る

処

分

に

つ

い

て

の

不

服

申

立

て

》

第

３

項

は

、

再

調

査

の

請

求

（

法

定

の

再

調

査

の

請

求

期

間

経

過

後

に

さ

れ

た

も

の

そ

の

他

の

請

求

が

適

法

に

さ

れ

て

い

な

い

も

の

を

除

く

）

に

つ

い

て

の

決

定

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

再

調

査

の

請

求

を

し

た

者

が

当

該

決

定

を

経

た

後

の

処

分

に

な

お

不

服

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

者

は

、

国

税

不

服

審

判

所

長

に

対

し

て

審

査

請

求

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

旨

規

定

し

て

い

る

。

　

⑵

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

差

押

の

要

件

》

第

１

項

柱

書

及

び

同

項

第

１

号

は

、

滞

納

者

が

督

促

を

受

け

、

そ

の

督

促

に

係

る

国

税

を

そ

の

督

促

状

を

発

し

た

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

を

経

過

し

た

日

ま

で

に

完

納

し

な

い

と

き

は

、

徴

収

職

員

は

、

滞

納

者

の

国

税

に

つ

き

そ

の

財

産

を

差

し

押

さ

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

旨

規

定

し

て

い

る

。

事

案

の

概

要

　

原

処

分

庁

は

、

請

求

人

が

納

付

す

べ

き

滞

納

国

税

に

つ

い

て

、

通

則

法

第

�

条

《

督

促

》

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

「

督

促

年

月

日

」

欄

に

記

載

さ

れ

た

各

日

付

で

、

請

求

人

に

対

し

督

促

状

を

そ

れ

ぞ

れ

発

し

た

が

、

請

求

人

は

、

当

該

各

督

促

状

が

発

せ

ら

れ

た

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

を

経

過

し

た

日

ま

で

に

、

滞

納

国

税

に

つ

い

て

い

ず

れ

も

完

納

し

な

か

っ

た

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

徴

収

職

員

は

、

令

和

５

年

�

月

�

日

現

在

、

滞

納

国

税

が

完

納

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

こ

れ

を

徴

収

す

る

た

め

、

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

柱

書

及

び

同

項

第

１

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

同

日

付

で

債

権

を

差

し

押

さ

え

、

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

に

規

定

す

る

手

続

に

よ

り

、

債

権

差

押

通

知

書

を

第

三

債

務

者

で

あ

る

Ｅ

社

に

送

達

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

差

押

処

分

を

不

服

と

し

て

、

６

年

２

月

５

日

に

再

調

査

の

請

求

を

し

た

と

こ

ろ

、

再

調

査

審

理

庁

は

、

同

年

４

月

�

日

付

で

却

下

の

再

調

査

決

定

を

し

た

。

　

な

お

、

請

求

人

は

、

６

年

４

月

１

日

に

所

在

地

を

ｅ

市

ｆ

町

○

―

○

か

ら

肩

書

地

へ

移

転

し

た

。

　

請

求

人

は

、

再

調

査

決

定

を

経

た

後

の

本

件

差

押

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

、

６

年

５

月

�

日

に

審

査

請

求

を

し

た

。

審

判

所

の

判

断

　

再

調

査

の

請

求

に

つ

い

て

の

決

定

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

再

調

査

の

請

求

を

し

た

者

が

当

該

決

定

を

経

た

後

の

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

と

こ

ろ

、

通

則

法

第

�

条

第

３

項

の

規

定

に

基

づ

く

審

査

請

求

は

、

再

調

査

の

請

求

が

適

法

な

も

の

で

あ

る

こ

と

を

要

件

と

し

て

い

る

。

こ

の

点

、

本

件

再

調

査

請

求

は

、

請

求

の

利

益

を

欠

く

不

適

法

な

も

の

で

あ

る

と

し

て

却

下

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

ま

ず

、

本

審

査

請

求

の

適

法

性

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

　

差

押

処

分

等

の

国

税

に

関

す

る

処

分

に

対

し

不

服

申

立

て

が

で

き

る

者

は

、

そ

の

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

こ

と

に

法

律

上

の

利

益

を

有

す

る

者

、

す

な

わ

ち

当

該

処

分

に

よ

っ

て

直

接

自

己

の

権

利

を

侵

害

さ

れ

た

者

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

　

こ

の

点

、

請

求

人

は

、

本

件

差

押

処

分

の

名

宛

人

で

あ

り

、

本

件

差

押

処

分

に

よ

り

、

そ

の

法

律

上

の

効

果

を

受

け

る

者

で

あ

る

か

ら

、

本

件

差

押

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

り

、

本

件

再

調

査

請

求

は

適

法

で

あ

る

。

　

次

に

、

本

件

差

押

処

分

の

適

法

性

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

請

求

人

が

本

件

滞

納

国

税

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

督

促

状

が

発

せ

ら

れ

た

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

を

経

過

し

た

日

ま

で

に

完

納

し

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

本

件

差

押

処

分

は

、

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

柱

書

及

び

同

項

第

１

号

所

定

の

要

件

を

充

足

し

て

い

る

。

　

こ

の

点

、

請

求

人

は

、

本

件

差

押

処

分

時

に

は

、

本

件

債

権

が

第

三

者

に

帰

属

し

て

い

る

か

ら

、

本

件

差

押

処

分

は

無

効

で

あ

る

旨

主

張

す

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

審

査

請

求

が

違

法

又

は

不

当

な

処

分

に

よ

っ

て

侵

害

さ

れ

た

不

服

申

立

人

の

権

利

利

益

の

救

済

を

図

る

も

の

で

あ

る

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

不

服

申

立

人

は

、

自

己

の

権

利

又

は

法

律

上

の

利

益

に

関

係

の

な

い

違

法

を

審

査

請

求

の

理

由

と

し

て

取

消

し

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

　

こ

れ

を

本

件

に

つ

い

て

み

る

と

、

請

求

人

の

主

張

は

、

本

件

債

権

が

第

三

者

に

帰

属

す

る

と

い

う

も

の

で

あ

り

、

仮

に

当

該

主

張

の

事

実

が

存

在

し

た

と

し

て

も

、

本

件

差

押

処

分

に

よ

っ

て

不

利

益

を

受

け

る

の

は

当

該

第

三

者

で

あ

り

、

請

求

人

で

は

な

い

か

ら

、

結

局

、

請

求

人

が

か

か

る

事

実

を

違

法

事

由

と

し

て

主

張

す

る

こ

と

は

、

自

己

の

法

律

上

の

利

益

に

関

係

の

な

い

違

法

を

審

査

請

求

の

理

由

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

の

主

張

は

、

審

査

請

求

の

理

由

と

し

て

取

消

し

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

も

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

点

に

関

す

る

請

求

人

の

主

張

に

は

理

由

が

な

い

。

　

な

お

、

本

件

差

押

処

分

の

そ

の

他

の

部

分

に

つ

い

て

は

、

請

求

人

は

争

わ

ず

、

当

審

判

所

に

提

出

さ

れ

た

証

拠

資

料

等

に

よ

っ

て

も

、

こ

れ

を

不

相

当

と

す

る

理

由

は

認

め

ら

れ

な

い

。

　

よ

っ

て

、

本

審

査

請

求

は

理

由

が

な

い

か

ら

、

こ

れ

を

棄

却

す

る

こ

と

と

す

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（令和７年６月�日現在）

争点 全部取消 一部取消 棄却 却下 不明 合計

総則 １ ８ １７２ ４ ― １８５

国税と他の債権との調整 ２ １ � ― ― �

第二次納税義務 � � ２５１ １ ― ３６０

差押え ７ ８ ４３３ � ― ４９４

交付要求等 ― ― � ３ ― �

財産の換価等 ４ ― １９３ � ― ２２７

換価代金等の配当、滞

納処分費

２ ― � ８ １ �

滞納処分の効力、財産

の調査

― ― ２ ― ― ２

滞納処分に関する猶予、

停止等

― � ２ ― ― �

不服審査及び訴訟の特例 ３ ― � � １ �

その他 １ ― � ２ ― �

総計 � � １，１９０ １５４ ２ １，５０６

　

今

回

は

、

国

税

徴

収

法

を

争

点

と

す

る

裁

決

要

旨

の

デ

ー

タ

を

見

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

（

傾

向

）

　

国

税

徴

収

法

の

裁

決

要

旨

は

１

５

０

６

件

（

裁

決

要

旨

全

体

の

約

４

％

）

、

取

消

率

は

�

・

�

％

（

全

部

取

消

率

４

・

�

％

、

一

部

取

消

率

６

・

�

％

）

で

税

目

別

で

は

一

番

低

く

、

却

下

率

も

�

・

�

％

で

通

則

法

に

次

い

で

高

く

な

っ

て

い

ま

す

。

課

税

事

件

は

、

課

税

処

分

の

種

類

が

限

定

さ

れ

て

い

る

た

め

、

処

分

性

が

問

題

と

な

る

ケ

ー

ス

は

ま

ず

な

く

、

処

分

の

名

宛

人

以

外

の

者

に

不

服

申

立

適

格

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

も

あ

り

ま

せ

ん

が

、

徴

収

事

件

は

処

分

性

が

問

題

に

な

っ

た

り

、

処

分

の

名

宛

人

以

外

の

者

に

も

不

服

申

立

適

格

が

認

め

ら

れ

る

場

合

が

あ

る

こ

と

が

、

却

下

率

に

影

響

し

て

い

る

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

　

件

数

が

多

い

も

の

と

し

て

、

「

差

押

え

」

が

国

税

徴

収

法

の

約

�

％

を

占

め

て

お

り

１

番

多

く

、

「

第

二

次

納

税

義

務

」

、

「

財

産

の

換

価

等

」

、

「

総

則

」

に

関

す

る

も

の

が

続

い

て

い

ま

す

。

　

な

お

、

審

査

請

求

を

す

る

こ

と

に

よ

り

処

分

の

執

行

が

停

止

す

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

滞

納

処

分

に

よ

る

換

価

（

被

差

押

債

権

の

取

立

て

を

除

く

）

に

つ

い

て

は

、

裁

決

が

あ

る

ま

で

は

原

則

と

し

て

で

き

な

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

（

全

部

取

消

の

件

数

が

多

い

争

点

）

　

全

部

取

消

の

件

数

自

体

多

く

な

く

、

「

第

二

次

納

税

義

務

」

の

件

数

が

全

体

の

約

６

割

超

を

占

め

て

い

ま

す

（

全

部

取

消

率

�

・

�

％

）

。

こ

れ

以

外

で

は

、

「

差

押

え

」

や

「

財

産

の

換

価

等

」

に

全

部

取

消

が

あ

り

ま

す

が

、

全

部

取

消

率

は

そ

れ

ぞ

れ

、

１

・

�

％

と

１

・

�

％

と

著

し

く

低

い

割

合

と

な

っ

て

お

り

、

「

第

二

次

納

税

義

務

」

の

全

部

取

消

率

以

外

は

、

７

％

未

満

と

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

「

滞

納

処

分

に

関

す

る

猶

予

、

停

止

等

」

に

つ

い

て

は

、

一

部

取

消

の

件

数

が

多

く

、

一

部

取

消

率

も

�

・

�

％

と

高

く

な

っ

て

い

ま

す

。

　

　

な

お

、

審

査

請

求

に

お

い

て

は

、

処

分

の

違

法

性

だ

け

で

な

く

、

不

当

性

（

裁

量

の

範

囲

逸

脱

や

濫

用

に

至

ら

な

い

程

度

の

裁

量

の

不

合

理

な

行

使

）

も

審

理

の

対

象

と

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

公

売

広

告

処

分

に

つ

い

て

不

当

で

あ

る

こ

と

を

理

由

に

全

部

取

消

し

さ

れ

た

事

件

が

あ

り

ま

す

（

令

和

５

年

８

月

�

日

裁

決

・

裁

決

事

例

集

№

１

３

２

。

こ

れ

以

外

に

、

不

当

を

理

由

と

し

て

所

得

税

の

青

色

申

告

承

認

申

請

が

取

り

消

さ

れ

た

裁

決

が

１

件

あ

り

ま

す

）

。

　岡山県美作市は同県の北東部、兵庫県と鳥取県の県

境に位置している。平成�年に５町１村が合併して現

在の美作市となった。市内には美人の湯として知られ

る湯郷温泉や剣豪宮本武蔵の生誕地、Ｆ１開催実績の

ある岡山国際サーキットや女子サッカーチームの岡山

湯郷ベルの本拠地があるなど、「スポーツといで湯の

まち」として知られる。

　主な特産品は桃やぶどう、イノシシ肉やシカ肉とい

ったジビエ料理。近年ではもち麦やえごまといったス

ーパーフードも注目されている。そんな美作市がふる

さと納税の返礼品として提供しているのが、岡山国際

サーキットのスポーツ走行に必要なレーシングクラブ

のライセンス（資格）取得権。寄附金�万円以上でサ

ーキット走行に必要なルールやシステムの説明等の講

習付きで、初めての方も安心してサーキットを走行す

るためのライセンスを取得できる。ライセンスの有効

期限は納税した年の翌年１月末まで（�月に納税した

場合は翌年１月から１年利用できるライセンス）とな

っている。

　ライセンス講習会の受講は必須で、走行には自身の

自動車またはバイク等、車両と走行に必要なヘルメッ

ト・グローブ・レーシングスーツなどの装備品を別途

寄附者にて用意が必要。返礼品はライセンスのみとな

り、走行する場合は別途走行料が必要とのこと。寄附

金額６万５０００円以上で、�分スポーツ走行引換券の３

枚セットなども返礼品として用意されている。

　岡山国際サーキットの魅力は、なんといっても観客

席とレーシングコースが近いことで、２本の長いスト

レートと�のコーナーからなる全長３７０３㍍の西日本屈

指のテクニカルコースは全国に６つしかないＦＩＡ公

認のサーキットの１つ。１９９４年、�年にはＦ１パシフ

ィックグランプリも開催され、あの音速の貴公子と呼

ばれた故アイルトン・セナ選手も走ったことがある。

年間に行われる主要レースは、「ＳＵＰＥＲＧＴ」をはじめ、

「ＧＴＷｏｒｌｄＣｈａｌｌｅｎｇｅＡＳＩＡ」「全日本ロードレース

選手権」「スーパー耐久レース」などを開催している。

　ライセンスを取得すると、サーキット通常営業日入

場無料などの会員特典も受けられる。ふるさと納税を

行い、自慢の愛車で思いっきりサーキットを走ってみ

ませんか。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

東

海

酒

類

行

政

連

絡

協

議

会

（

盛

田

宏

会

長

）

は

９

月

�

日

、

名

古

屋

観

光

ホ

テ

ル

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

　

来

賓

と

し

て

名

古

屋

国

税

局

の

嶋

橋

和

夫

課

税

第

二

部

長

、

武

藤

彰

宣

酒

類

監

理

官

、

田

島

健

一

郎

鑑

定

官

室

長

、

楠

木

智

酒

税

課

長

ら

が

出

席

し

た

。

　

総

会

で

は

、

生

販

三

層

が

相

互

に

協

力

し

て

公

正

な

競

争

ル

ー

ル

の

確

立

に

努

め

、

特

に

酒

税

法

等

の

改

正

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

「

酒

類

の

公

正

な

取

引

に

関

す

る

基

準

」

の

定

着

を

図

る

こ

と

、

生

販

三

層

が

協

調

し

て

酒

類

の

特

性

か

ら

く

る

社

会

的

要

請

（

�

歳

未

満

の

者

の

飲

酒

防

止

等

）

に

積

極

的

に

対

応

す

る

こ

と

、

税

務

行

政

、

酒

類

行

政

に

協

力

し

、

特

に

「

日

本

産

酒

類

の

輸

出

促

進

」

に

積

極

的

に

取

り

組

む

と

と

も

に

、

物

流

問

題

の

全

体

最

適

な

改

善

に

努

め

る

ほ

か

、

「

消

費

税

の

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

」

の

円

滑

な

定

着

に

努

め

る

こ

と

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

令

和

７

年

度

事

業

計

画

書

案

な

ど

を

審

議

し

、

承

認

し

た

。

　

総

会

後

は

、

名

古

屋

国

税

局

の

端

本

秀

夫

局

長

が

、

「

税

務

行

政

の

現

状

と

課

題

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

し

た

＝

写

真

。

　

一

般

社

団

法

人

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

（

伊

藤

升

吾

会

長

）

と

北

部

九

州

青

色

申

告

会

連

合

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

主

催

の

第

�

回

（

令

和

７

年

度

）

青

色

申

告

会

北

部

九

州

ブ

ロ

ッ

ク

大

会

が

�

月

�

日

、

佐

賀

市

の

ホ

テ

ル

グ

ラ

ン

デ

は

が

く

れ

で

開

催

さ

れ

た

。

全

青

色

の

役

員

や

北

部

九

州

３

県

内

の

各

青

申

会

の

役

職

員

、

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

緒

方

稔

泰

課

税

第

１

部

長

ら

幹

部

、

友

諠

団

体

の

代

表

、

佐

賀

県

・

市

の

関

係

者

が

出

席

し

た

。

　

第

１

部

で

は

、

池

田

博

士

佐

賀

県

青

申

連

会

長

の

開

催

地

県

連

あ

い

さ

つ

＝

写

真

＝

に

続

き

、

綿

貫

豊

全

青

色

専

務

理

事

が

「

組

織

の

ス

ケ

ー

ル

メ

リ

ッ

ト

を

活

か

し

、

時

代

の

変

革

期

を

乗

り

越

え

よ

う

」

と

題

し

て

中

央

情

勢

報

告

。

次

い

で

、

佐

賀

県

青

申

連

の

森

田

健

二

郎

副

会

長

と

横

田

弘

美

副

会

長

が

そ

れ

ぞ

れ

大

会

宣

言

と

令

和

８

年

度

税

制

改

正

要

望

に

関

す

る

決

議

を

読

み

上

げ

採

択

し

た

。

　

第

２

部

で

は

、

伊

藤

全

青

色

会

長

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

緒

方

部

長

が

「

税

務

行

政

の

現

状

と

課

題

」

の

テ

ー

マ

と

題

し

講

演

し

た

。

　

福

岡

・

八

幡

税

務

署

管

内

税

務

推

進

協

議

会

（

会

長

・

宮

津

誠

九

州

北

部

税

理

士

会

八

幡

支

部

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

北

九

州

市

八

幡

東

区

の

八

幡

税

理

士

会

館

で

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

宣

言

式

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

、

同

協

議

会

に

加

盟

す

る

団

体

の

代

表

ら

が

参

加

し

た

。

　

宣

言

式

で

は

、

宮

津

会

長

が

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

一

層

の

普

及

に

向

け

て

、

力

強

く

推

進

し

て

い

く

」

と

宣

言

し

、

八

幡

署

の

阿

部

正

行

署

長

に

宣

言

書

を

手

渡

し

た

。

　

阿

部

署

長

は

「

広

く

協

力

・

推

進

し

て

い

た

だ

け

る

こ

と

に

感

謝

す

る

と

と

も

に

大

変

心

強

く

感

じ

て

い

る

」

と

話

し

た

。

　

広

島

国

税

局

は

こ

の

ほ

ど

、

広

島

市

中

区

の

広

島

合

同

庁

舎

で

令

和

７

年

清

酒

鑑

評

会

の

表

彰

式

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

今

回

は

、

管

内

（

中

国

５

県

）

の

�

製

造

場

か

ら

吟

醸

酒

、

純

米

酒

、

燗

酒

の

３

部

門

に

計

１

９

８

点

が

出

品

さ

れ

た

。

そ

の

中

か

ら

香

味

の

調

和

に

優

れ

、

高

い

技

術

力

が

評

価

さ

れ

た

吟

醸

酒

�

点

、

純

米

酒

�

点

、

燗

酒

�

点

が

優

等

賞

を

受

賞

し

、

辻

貴

博

局

長

か

ら

各

部

門

の

代

表

者

に

表

彰

状

が

手

渡

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

製

造

技

術

研

究

会

が

開

か

れ

、

酒

類

製

造

関

係

者

ら

が

出

品

酒

の

き

き

酒

を

行

っ

た

。

　

愛

知

・

一

般

社

団

法

人

中

川

青

色

申

告

会

（

西

垣

直

哉

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

静

岡

・

一

般

社

団

法

人

納

税

者

セ

ン

タ

ー

沼

津

青

色

申

告

会

（

青

木

陽

一

会

長

）

の

青

色

会

館

を

訪

れ

、

役

員

研

修

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

両

会

の

役

職

員

ら

�

人

が

参

加

し

た

。

　

研

修

会

で

は

、

沼

津

税

務

署

の

中

野

雅

則

署

長

や

沼

津

会

の

青

木

会

長

か

ら

歓

迎

の

あ

い

さ

つ

が

あ

っ

た

。

ま

た

、

沼

津

会

の

杉

山

亨

太

専

務

理

事

、

中

川

会

の

宇

野

久

夫

専

務

理

事

が

そ

れ

ぞ

れ

青

申

会

の

現

況

等

の

説

明

を

行

い

、

沼

津

署

の

望

月

美

穂

子

個

人

第

一

統

括

官

が

管

内

概

況

の

説

明

を

行

っ

た

。

　

質

疑

応

答

で

は

、

両

会

に

共

通

す

る

諸

問

題

、

会

員

獲

得

・

退

会

防

止

へ

の

取

組

、

確

定

申

告

期

等

の

指

導

体

制

、

会

の

財

政

基

盤

強

化

な

ど

に

つ

い

て

活

発

な

意

見

交

換

を

行

い

、

沼

津

署

の

草

野

沢

郎

副

署

長

が

講

評

を

述

べ

た

。

　

最

後

に

、

中

川

会

と

沼

津

会

で

記

念

撮

影

を

行

う

な

ど

、

両

会

の

交

流

を

一

層

深

め

て

い

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

板

橋

青

色

申

告

会

（

大

戸

孝

宏

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

板

橋

区

民

ま

つ

り

に

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

同

会

で

は

、

毎

年

恒

例

と

な

っ

て

い

る

「

子

ど

も

向

け

税

金

ク

イ

ズ

」

を

実

施

し

、

次

代

を

担

う

子

ど

も

た

ち

が

租

税

の

意

義

や

役

割

を

正

し

く

理

解

し

、

納

税

や

そ

の

使

い

道

に

関

心

を

持

つ

き

っ

か

け

と

な

る

よ

う

、

区

民

へ

の

租

税

教

育

の

推

進

活

動

を

行

っ

た

。

　

参

加

し

た

親

子

連

れ

は

、

楽

し

み

な

が

ら

熱

心

に

ク

イ

ズ

に

取

り

組

ん

で

い

た

。

　

会

場

ブ

ー

ス

に

は

多

く

の

区

民

ら

が

立

ち

寄

り

、

青

色

申

告

の

特

典

や

記

帳

方

法

な

ど

に

つ

い

て

熱

心

に

質

問

す

る

姿

が

見

ら

れ

、

終

日

活

気

に

あ

ふ

れ

て

い

た

。

　

当

日

は

、

板

橋

税

務

署

の

幹

部

を

は

じ

め

、

関

連

団

体

の

役

職

員

も

協

力

し

た

。

　

東

京

・

荏

原

優

申

会

（

松

浦

啓

雄

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

ホ

テ

ル

雅

叙

園

東

京

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

荏

原

税

務

署

長

の

池

谷

仁

署

長

を

は

じ

め

幹

部

が

出

席

し

た

。

　

松

浦

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

議

事

に

入

り

、

役

員

改

正

で

は

松

浦

会

長

を

再

任

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

令

和

７

年

度

事

業

計

画

と

し

て

、

会

員

の

資

質

の

向

上

を

目

的

と

し

た

研

修

会

・

説

明

会

の

充

実

、

税

務

署

と

法

人

会

と

の

連

携

保

持

に

関

す

る

事

業

を

承

認

し

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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